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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製品の陳列される陳列棚に装着されて、電源を供給する電源供給部と、
　前記陳列棚に着脱可能に結合されて、前記電源供給部から供給された電源で充電し、陳
列棚に陳列される製品の価格、仕様及び広報イメージを出力する表示本体と、
　前記陳列棚に設けられて、前記表示本体が固定されるとその表示本体が前記電源供給部
と電気的に連結されるように、一側には陽極が形成され、他側には陰極が形成される収容
具と、
　前記表示本体に設けられて、前記収容具にスライディング結合して前記陽極及び陰極と
電気的に連結され、前記収容具から分離されることを制限する結合具と、
を含み、
　前記陳列棚には、前記結合具が結合されることで、前記表示本体を固定するフェンスが
設けられ、前記収容具は、前記フェンスの長さ方向に沿って形成される、デジタル価格表
示器。
【請求項２】
　前記電源供給部は、
　前記陽極及び前記陰極と外部電力線とを電気的に連結する蓄電池と、
　前記外部電力線と前記蓄電池との間に設置されて、過負荷による前記蓄電池の損傷を防
止する過負荷回路と、
を含む、請求項１に記載のデジタル価格表示器。
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【請求項３】
　前記過負荷回路と前記外部電力線との間に、前記外部電力線から供給される交流を直流
に変換するＤＣアダプターをさらに含む、請求項２に記載のデジタル価格表示器。
【請求項４】
　前記表示本体は、前記陳列棚に陳列される前記製品の価格、仕様及び広報イメージをサ
ーバーから有線または無線ネットワークを通じて受信する、請求項１に記載のデジタル価
格表示器。
【請求項５】
　前記表示本体は、
　前記陳列棚に固定されるボディーと、
　前記ボディーに内蔵されて、前記陳列棚に陳列される製品の価格、仕様及び広報イメー
ジを転換しながら出力するディスプレイモジュールと、
　前記ボディーに内蔵されて、前記サーバーと有線または無線ネットワークを通じて通信
する通信モジュールと、
　前記ボディーに内蔵されて、前記ディスプレイモジュールの画面出力と前記通信モジュ
ールの通信を制御するマイクロプロセッサユニット（ＭＰＵ）と、
　前記ボディーに内蔵されて、前記ディスプレイモジュール、前記通信モジュール及び前
記マイクロプロセッサユニットの駆動のための電源を供給する充電池と、
を含む、請求項４に記載のデジタル価格表示器。
【請求項６】
　前記収容具は、スリット状のレールまたは複数の孔であり、
　前記レールまたは孔には、前記フェンスの長さ方向に沿って、一側に前記陽極が設けら
れ、他側に前記陰極が設けられる、請求項１に記載のデジタル価格表示器。
【請求項７】
　製品の陳列される陳列棚に装着されて、電源を供給する電源供給部と、
　前記陳列棚に着脱可能に結合されて、前記電源供給部から供給された電源で充電し、陳
列棚に陳列される製品の価格、仕様及び広報イメージを出力する表示本体と、
　前記陳列棚に設けられて、前記表示本体が固定されるとその表示本体が前記電源供給部
と電気的に連結されるように、一側には陽極が形成され、他側には陰極が形成される収容
具と、
　前記表示本体に設けられて、前記収容具にスライディング結合して前記陽極及び陰極と
電気的に連結され、前記収容具から分離されることを制限する結合具と、
を含み、
　前記結合具は、
　前記収容具に収容されるピン形状の第１片部と、
　前記収容具の幅に対応するように前記第１片部の両側に離隔形成されて弾性変形及び弾
性復元を許容する第２片部と、
　前記第２辺部の先端部に設けられて、前記収容具にスライディング結合して引っ掛かり
ながら前記表示本体の分離を制限する第１フックと、を含み、
　前記第２片部の外側に前記陽極及び前記陰極と接触する電極端子が設けられて前記電源
供給部と電気的に連結される、デジタル価格表示器。
【請求項８】
　前記第１フックは、先端に行くほど前記第１片側に向かって次第に狭まる傾斜面を形成
する、請求項７に記載のデジタル価格表示器。
【請求項９】
　前記表示本体は、前記結合具にスライディング結合し、前記結合具から分離されること
を制限し、両端が前記フェンスに固定される固定具をさらに含み、
　前記固定具は、前記収容具と前記結合具とが結合した状態で結合される、請求項１に記
載のデジタル価格表示器。
【請求項１０】
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　前記結合具は、
　前記レールに対応して突出し、前記レールの形成方向と直交する方向にスリットが貫通
している突条である、請求項９に記載のデジタル価格表示器。
【請求項１１】
　前記結合具は、
　前記孔に対応して突出し、前記フェンスの長さ方向と直交する方向にスリットが貫通し
ている少なくとも一つの突起である、請求項１０に記載のデジタル価格表示器。
【請求項１２】
　前記固定具は、
　前記スリットより長いまたは等しい長さの第３片部と、
　前記スリットの幅に対応するように前記第３片部の両側に離隔形成されて弾性変形及び
弾性復元を許容する第４片部と、
　前記第３片部の一端及び前記第４片部の一端を固定し、前記スリットの一側に固定され
る固定片部と、
　前記第４片部の他端に設けられる第２フックと、
を含む、請求項１１に記載のデジタル価格表示器。
【請求項１３】
　前記第２フックは、先端に行くほど前記第３片側に向かって次第に狭まる傾斜面を形成
する、請求項１２に記載のデジタル価格表示器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル価格表示器に係り、より詳細には、実時間で価格及び製品の仕様な
どを表示するとともに、商品情報を便利に入力することができるデジタル価格表示器及び
それを含むＥＳＬ（Electronic Shelf Label）システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デパートまたは大型スーパーのような商店では、流通及び物流産業の発展に伴っ
て多くの製品を陳列棚に陳列し、該陳列棚には、陳列される製品の価格及び情報などを表
示するための価格表示具が装着される。
【０００３】
　この価格表示具は、陳列棚にプレートを固定し、該プレートに、製品の単価、産地、特
徴、広報文句などを記載可能な表示領域が設けられた表示パネルが着脱可能に装着される
。
【０００４】
　しかし、従来の価格表示具は、通常、プレートの位置が固定されており、売り場の管理
者は、表示パネルの位置を必要によって変更し難いという問題点がある。
【０００５】
　そして、従来の価格表示具は、表示パネルが着脱可能な構造とされているので、売り場
を訪ねた顧客が不注意でまたは誤って表示パネルをプレートから落として紛失する恐れも
ある。
【０００６】
　また、従来の価格表示具は、陳列される製品ごとにプレートに装着される表示パネルを
別々に製作し、様々な形態、色及び文字を表現できるが、該当の品物が価格変動や売り切
れなどによりそれ以上販売されない場合には、表示パネルを廃棄しなければならず、材料
の浪費が多かった。
【０００７】
　一方、大型スーパーには、陳列商品に関する情報及びその価格を表示する価格表示板が
使用される。
【０００８】
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　既存の価格表示板は、使用者が手作業でいちいち商品名及び価格を記載したり、商品名
及び価格の記載されたボードをはさむ方式で、商品情報を入力した。このような手作業に
よる商品情報入力方法は非常に面倒であり、商品情報入力作業の効率性が低下する。
【０００９】
　このような既存の商品情報入力方法の面倒さを解消する目的で、電子的ディスプレイ装
置を用いたデジタル価格表示器が登場した。デジタル価格表示器は、所望の情報を表示で
きるＬＣＤなどのディスプレイ装置に、陳列商品に関する情報及びその価格を表示する。
【００１０】
　このデジタル価格表示器は、筆記ツールによる手書きやボードなどをはめる機械的作業
ではなく、表示しようとする情報をキーボードなどを介して入力することによって、商品
情報入力作業の効率性を高めることができる。
【００１１】
　しかし、このデジタル価格表示器においても、使用者が情報を直接入力しなければなら
ず、面倒だった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は上記問題点を改善するために案出されたもので、その目的は、売り場の管理者
にとっては、容易に製品の在庫及び販売現況を把握できるとともに、製品の陳列される陳
列棚に着脱自在に容易に結合させることができるが、顧客は陳列棚から分離し難い、デジ
タル価格表示器を提供することにある。
【００１３】
　本発明の他の目的は、使用者が商品情報を直接入力する面倒さを解消し、效率的に商品
情報入力作業を行うことができるデジタル価格表示器を提供することにある。
【００１４】
　本発明のさらに他の目的は、商品情報を便利に入力できるデジタル価格表示器を含むＥ
ＳＬ（Electronic Shelf Label）システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記の目的を達成するために、本発明の第１実施例によるデジタル価格表示器は、
　製品の陳列される陳列棚に装着されて、電源を供給する電源供給部と、
　前記陳列棚に着脱可能に結合されて、前記電源供給部から供給される電源で充電し、陳
列棚に陳列される製品の価格、仕様及び広報イメージを出力する表示本体と、
　前記陳列棚に設けられて、前記表示本体が固定されるとその表示本体が前記電源供給部
と電気的に連結されるように、一側には陽極が形成され、他側には陰極が形成される収容
具と、
　前記表示本体に設けられ、前記収容具にスライディング結合して前記陽極及び陰極と電
気的に連結され、前記収容具から分離されることを制限する結合具と、
を含む。
【００１６】
　また、本発明の第２実施例によるデジタル価格表示器は、
　商品のバーコードをスキャンして認識するバーコードスキャナーと、
　商品に関する情報を記憶するメモリーと、
　前記メモリーに記憶された商品に関する情報を表示するディスプレイ装置と、
　ＥＳＬ（Electronic Shelf Label）サーバーと通信を行う通信モジュールと、
　前記バーコードスキャナーが認識した商品のバーコード情報を、前記通信モジュールを
通じて前記ＥＳＬサーバーに伝送し、前記ＥＳＬサーバーから前記商品に関する情報を受
信して前記メモリーに記憶させる制御部と、
を含む。
【００１７】



(5) JP 5774836 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

　また、本発明の第３実施例によるデジタル価格表示器は、
　商品に付着されたＲＦタグを読み取るＲＦＩＤリーダと、
　商品に関する情報を表示するディスプレイ装置と、
　ＥＳＬサーバーと通信を行う通信モジュールと、
　前記ＲＦＩＤリーダが読み取ったタグ情報を、前記通信モジュールを通じて前記ＥＳＬ
サーバーに伝送し、前記ＥＳＬサーバーから前記タグに関する商品情報を受信して前記デ
ィスプレイ装置に表示する制御部と、
を含む。
【００１８】
　また、上記の目的を達成するために、本発明によるデジタル価格表示器を含むＥＳＬシ
ステムは、
　商品に付着されたタグに記録された情報を読み取って伝送するデジタル価格表示器と、
　前記デジタル価格表示器から伝送された情報を受信して、対応する情報を前記デジタル
価格表示器に伝送するＥＳＬサーバーと、を含むＥＳＬシステムであって、
　前記デジタル価格表示器は、
　商品に付着されたタグに記録された情報を読み取るタグ読み取りモジュールと、
　商品に関する情報を表示するディスプレイ装置と、
　前記ＥＳＬサーバーと通信を行う第１通信モジュールと、
　前記タグ読み取りモジュールにより読み取られた前記タグの情報を、前記第１通信モジ
ュールを通じて前記ＥＳＬサーバーに伝送し、前記ＥＳＬサーバーから前記タグに関する
商品情報を受信して前記ディスプレイ装置に表示する第１制御部と、を含み、
　前記ＥＳＬサーバーは、
　前記デジタル価格表示器と通信を行う第２通信モジュールと、
　商品に関する情報を記憶するメモリーと、
　前記デジタル価格表示器から前記タグの情報を前記第２通信モジュールを通じて受信す
ると、前記タグに関する商品情報を前記メモリーから検索して前記デジタル価格表示器に
伝送する第２制御部と、を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施例によるデジタル価格表示器の結合関係を示す概念図である。
【図２】本発明の主要部である表示本体の一実施例を示す概念図である。
【図３】本発明の主要部である収容具の様々な実施例を示す概念図である。
【図４】本発明の主要部である収容具の様々な実施例を示す概念図である。
【図５】本発明の主要部である結合具の様々な実施例を示す概念図である。
【図６】本発明の主要部である結合具の様々な実施例を示す概念図である。
【図７】本発明の他の実施例によるデジタル価格表示器の結合関係を示す分解斜視図であ
る。
【図８】本発明の他の実施例によるデジタル価格表示器の結合関係を示す背面概念図であ
る。
【図９】本発明の主要部である結合具の様々な実施例を示す概念図である。
【図１０】本発明の主要部である結合具の様々な実施例を示す概念図である。
【図１１】本発明の一実施例によるＥＳＬシステムの概略的な構成を示す概念図である。
【図１２】本発明の他の実施例によるデジタル価格表示器を示すブロック図である。
【図１３】図１２のデジタル価格表示器を含むＥＳＬシステムの商品情報表示方法を示す
フローチャートである。
【図１４】本発明のさらに他の実施例によるデジタル価格表示器を示すブロック図である
。
【図１５】図１４のデジタル価格表示器を含むＥＳＬシステムの商品情報表示方法を示す
フローチャートである。
【図１６】本発明の一実施例によるデジタル価格表示器及びＥＳＬサーバーからなるＥＳ
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Ｌシステムを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、添付の図面を参照しつつ、本発明の好適な実施例について説明する。図面におい
て、構成要素の大きさや形状などは、説明の明瞭性と便宜のために誇張して示すことがで
き、本発明の構成及び作用を考慮して特別に定義された用語は、使用者、運用者の意図ま
たは慣例によって可変し、よって、それらの用語に対する定義は、本明細書全般にわたる
内容に基づいてなされるべきである。
【００２１】
　図１は、本発明の一実施例によるデジタル価格表示器の結合関係を示す概念図であり、
図２は、本発明の主要部である表示本体の一実施例を示す概念図であり、図３及び図４は
、本発明の主要部である収容具の様々な実施例を示す概念図であり、図５及び図６は、本
発明の主要部である結合具の様々な実施例を示す概念図である。
【００２２】
　本発明のデジタル価格表示器は、陳列棚７００に固定される表示本体３００と、フェン
ス８００に設けられた収容具４００と、表示本体３００に設けられた結合具５００と、を
含む。
【００２３】
　電源供給部９００は、製品の陳列される陳列棚７００の一側に装着されて、後述する表
示本体３００に電源を供給する。
【００２４】
　表示本体３００は、陳列棚７００に着脱可能に結合されて、電源供給部９００から供給
される電源で充電しながら、陳列棚７００に陳列される製品の価格、仕様及び広報イメー
ジを表示するもので、後述する結合具５００が設けられる空間を提供する。
【００２５】
　収容具４００は、陳列棚７００の長さ方向に沿って、一側には陽極４０１が形成され、
他側には陰極４０２が形成され、表示本体３００が収容具４００固定されながら電源供給
部９００と電気的に連結される。
【００２６】
　収容具４００は、既存の陳列棚や組立式アングル等を含む既存の設備に形成されるもの
とすることができる。
【００２７】
　結合具５００は、表示本体３００に設けられ、収容具４００にスライディング結合する
と陽極４０１及び陰極４０２と電気的に連結され、表示本体３００が収容具４００から分
離されることを制限する。
【００２８】
　すなわち、結合具５００は、収容具４００への結合は容易であるが、収容具４００から
分離するためには別の分離用ツールを使用しなければならない構造となっている。
【００２９】
　本発明は、上記の構成によって適用及び実施が可能であり、他の実施例の説明のために
、以下、主要構成要素別に説明する。
【００３０】
　まず、陳列棚７００には、結合具５００が前記に結合されることで、表示本体３００を
固定するフェンス８００が設けられ、収容具４００は、フェンス８００の長さ方向に沿っ
て形成される。
【００３１】
　フェンス８００は、製品（図示せず）の陳列される陳列棚７００の縁に沿って設置され
て、陳列される製品が陳列棚７００から落下することを防ぎながら、収容具４００の設け
られる空間及び表示本体３００の装着される空間を提供する。
【００３２】
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　電源供給部９００は、上記のように、表示本体３００に電源を供給するもので、蓄電池
９１０及び過負荷回路９２０を含む。
【００３３】
　蓄電池９１０は、収容具４００の両側にそれぞれ設置された陽極４０１及び陰極４０２
と外部電力線９０１とを電気的に連結する。
【００３４】
　過負荷回路９２０は、外部電力線９０１と蓄電池９１０との間に設置されて、過負荷に
よる蓄電池９１０の損傷を防止する役割を果たす。
【００３５】
　ここで、過負荷回路９２０と外部電力線９０１との間には、外部電力線９０１から供給
される交流を直流に変換するＤＣアダプター９３０がさらに設けられる。
【００３６】
　したがって、電源供給部９００は、外部電力線９０１と連結された状態では持続して表
示本体３００に電源供給をしながら、同時に蓄電池９１０に表示本体３００の駆動電源を
蓄積する。
【００３７】
　また、電源供給部９００は、停電や外部電力線９０１の欠陥などで電源供給が遮断され
ると、蓄積された駆動電源が消耗されるまで、フェンス８００に装着された表示本体３０
０に電源を供給する。
【００３８】
　表示本体３００は、陳列棚７００に陳列される製品の価格、仕様及び広報イメージを、
サーバー（図示せず）から有線または無線ネットワークを通じて受信する。
【００３９】
　表示本体３００は、サーバーと有線または無線ネットワークで連結されて、該当の製品
の在庫及び探したい製品の位置を把握し易くなるように、小型の画像カメラや感知センサ
ーなどをさらに含むこともできる。
【００４０】
　そのために、表示本体３００は、図２に示すように、ボディー３１０と、ディスプレイ
モジュール３２０と、通信モジュール３３０と、マイクロプロセッサユニット（Micro Pr
ocessor Unit：以下、「ＭＰＵ」という。）３４０と、充電池３５０と、を含む。
【００４１】
　未説明符号３０１は、操作ボタンを表す。
【００４２】
　ボディー３１０は、フェンス８００に固定されるもので、後述するディスプレイモジュ
ール３２０、通信モジュール３３０、ＭＰＵ３４０及び充電池３５０などを内蔵する空間
を有する。
【００４３】
　ディスプレイモジュール３２０は、ボディー３１０に内蔵されて、陳列棚７００に陳列
される製品の価格、仕様及び広報イメージを切り替えつつ出力する画面を提供する。
【００４４】
　通信モジュール３３０は、ボディー３１０に内蔵されて、サーバーから、有線または無
線ネットワーク通信を通じて、陳列棚７００に陳列される製品の価格、仕様及び広報イメ
ージに関する情報などを受信してディスプレイモジュール３２０に伝達する。
【００４５】
　ＭＰＵ ３４０は、ボディー３１０に内蔵されて、ディスプレイモジュール３２０の画
面出力及び通信モジュール３３０の通信を制御し、該画面出力プロセス及び通信プロセス
で処理される情報量の送受信による一連の計算を行う。
【００４６】
　充電池３５０は、ボディー３１０に内蔵されて、ボディー３１０がフェンス８００に固
定されると電源供給部９００と電気的に連結されながらディスプレイモジュール３２０、
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通信モジュール３３０及びＭＰＵ３４０の駆動のための電源を供給する。
【００４７】
　収容具４００は、フェンス８００の長さ方向に沿って形成されたスリット状のレール４
１０の形態にすることもでき、フェンス８００の長さ方向に沿って穿設された複数の孔４
２０の形態にすることもできる。この場合、レール４１０に図５のように対応する形態、
または孔４２０に図６のように対応する形態の後述する結合具５００を結合することがで
きる。
【００４８】
　ここで、レール４１０では、フェンス８００の長さ方向に沿って、一側に陽極４０１が
設けられ、他側に陰極４０２が設けられ、孔４２０では、一周縁部に陽極４０１が設けら
れ、他周縁部に陰極４０２が設けられる。
【００４９】
　この場合、フェンス８００は、陽極４０１及び陰極４０２が後述の結合具５００と結合
する部位を除いては、使用者の不注意により感電事故が起きないように、全体的に絶縁処
理をする。
【００５０】
　結合具５００は、収容具４００への結合は容易であるが、収容具４００、すなわち、フ
ェンス８００からの分離は、別のツール無しでは、し難い構造を有するもので、第１片部
５１０、第２片部５２０及び第１フック５３０を含む。
【００５１】
　第１片部５１０は、収容具４００、すなわち、レール４１０または孔４２０に収容され
るピン状のもので、結合具５００の重心を取る骨組の役割を果たす。
【００５２】
　第２片部５２０は、収容具４００の幅ｌに対応するように第１片部５１０の両側に離隔
形成されて弾性変形及び弾性復元を許容するもので、第２片部５２０のそれぞれの外側か
ら第１片部５１０側に向かう全体距離ｌ'は、収容具４００の幅ｌと同一である。
【００５３】
　第１フック５３０は、第２片部５２０の先端部に設けられ、先端に行くほど第１片部５
１０側に向かって次第に狭まる傾斜面を形成し、この傾斜面が収容具４００にスライディ
ングして引っ掛かることで表示本体３００の分離を制限する。
【００５４】
　ここで、第２片部５２０の基端部には、陽極４０１及び陰極４０２と接触する電極端子
５２１が設けられ、したがって、結合具５００が収容具４００に挿着すると電源供給部９
００に電気的に連結される。
【００５５】
　一方、本発明のデジタル価格表示器は、図７及び図８に示すような実施例を適用するこ
ともできる。
【００５６】
　図７は、本発明の他の実施例によるデジタル価格表示器の結合関係を示す分解斜視図で
あり、図８は、本発明の他の実施例によるデジタル価格表示器の結合関係を示す背面概念
図である。
【００５７】
　図７及び図８を参照すると、他の実施例による本発明のデジタル価格表示器は、陳列棚
７００に設けられたフェンス８００と、フェンス８００に固定される表示本体３００と、
フェンス８００に設けられた収容具４００と、表示本体３００に設けられた結合具５００
と、収容具４００と結合具５００とを固定させる固定具６００と、を含む。
【００５８】
　フェンス８００、表示本体３００及び収容具４００は、上記の一実施例のデジタル価格
表示器と略同様に構成されるので、便宜上、その詳細は省略する。
【００５９】



(9) JP 5774836 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

　参考として、図７及び図８に表示されていない図面符号は、図１乃至図６のそれを参照
すれば良く、図７及び図８では、収容具４００は孔４２０とし、結合具５００は突起５５
０とする。
【００６０】
　また、図７乃至図１０では、図面の理解を助けるために、便宜上、陽極４０１、陰極４
０２及び電極端子５２１は省略しており、陽極４０１及び陰極４０２と電極端子５２１と
の具体的な結合関係は、図１乃至図６を参照されたい。
【００６１】
　結合具５００、すなわち、突起５５０は、表示本体３００に設けられて、収容具４００
、すなわち、孔４２０に収容されるもので、図９に示すような突条５４０、または図１０
に示すような突起５５０とすることができる。
【００６２】
　突条５４０は、図３に示すようなレール４１０に対応して表示本体３００から少なくと
も一つが突設され、レール４１０の形成方向と直交する方向にスリット５０２が貫通形成
される。
【００６３】
　突起５５０は、孔４２０に対応して表示本体３００から少なくとも一つが突設され、フ
ェンス８００の長さ方向と直交する方向にスリット５０２が貫通形成される。
【００６４】
　スリット５０２には、後述する固定具６００が係合する。
【００６５】
　ここで、突条５４０と突起５５０の幅ｌ"は、収容具４００の幅ｌに対応する。
【００６６】
　固定具６００は、結合具５００にスライディング結合し、結合具５００から分離される
ことを制限し、両端がフェンス８００に固定されるもので、前記収容具４００と前記結合
具５００が締結された状態で結合され、第３片部６１０、第４片部６２０、固定片部６３
０、及び第２フック６４０を含む。
【００６７】
　第３片部６１０は、スリット５０２より長いまたは等しい長さで製作され、スリット５
０２への挿入において重心を取る骨組の役割を果たす。
【００６８】
　第４片部６２０は、スリット５０２の幅ｄに対応するように第３片部６１０の両側に一
定の距離ｄ'で離隔形成され、弾性変形及び弾性復元しつつスリット５０２に挿固定され
る。ここで、幅ｄと距離ｄ'は同一である。
【００６９】
　固定片部６３０は、第３片部６１０の一端及び第４片部６２０の一端に結合され、スリ
ット５０２の一側に引っ掛かりながら固定される。
【００７０】
　第２フック６４０は、第４片部６２０の他端に設けられ、先端に行くほど第３片部６１
０側に向かって次第に狭まる傾斜面とされ、スリット５０２にスライディングして結合し
つつ第４片部６２０の弾性変形及び弾性復元を許容し、最終的には結合具５００からの分
離を制限する。
【００７１】
　以上のように、本発明は、売り場の管理者にとっては、容易に製品の在庫及び販売現況
を把握できるとともに、製品の陳列される陳列棚に着脱自在に結合させることができ、顧
客は陳列棚から分離し難いデジタル価格表示器を提供することを基本的な技術思想として
いる。
【００７２】
　一方、図１１は、本発明の一実施例によるＥＳＬシステムの概略的な構成を示す図であ
る。
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【００７３】
　図１１を参照すると、ＥＳＬシステムは、商品管理のためのデータを記憶し分配するＥ
ＳＬサーバー２００と、ＥＳＬサーバー２００から商品情報を受信してディスプレイ装置
に表示するデジタル価格表示器１００と、を含む。
【００７４】
　デジタル価格表示器１００は、商品の陳列された陳列棚において購買者が見やすい位置
に装着され、その近辺に陳列された商品に関する情報（例：商品名及び価格）を表示する
。
【００７５】
　ＥＳＬサーバー２００とデジタル価格表示器１００とは、中継器５００を介して通信チ
ャンネルを形成することができる。ＥＳＬサーバー２００と中継器５００とは、イーサー
ネットなどの有線ネットワークまたはワイファイ（ＷｉＦｉ（登録商標））などの無線ネ
ックワークで連結することができる。中継器５００とデジタル価格表示器１００とは、ワ
イファイ、ブルートゥス等の無線ネックワークで連結することができる。
【００７６】
　図１２は、本発明の他の実施例によるデジタル価格表示器を示す図である。
【００７７】
　図１２を参照すると、デジタル価格表示器１０１は、商品タグ読み取りモジュールで、
商品に付着されたタグのバーコードをスキャンして認識するバーコードスキャナー１１１
と、商品に関する情報を記憶するメモリー１２１と、メモリー１２１に記憶された商品に
関する情報を表示するディスプレイ装置１４１と、ＥＳＬサーバー２００（図１１参照）
と通信を行う通信モジュール１６１と、バーコードスキャナー１１１で認識した商品のバ
ーコード情報を、通信モジュール１６１を通じてＥＳＬサーバー２００に伝送し、ＥＳＬ
サーバー２００から当該商品に関する情報を受信してメモリー１２１に記憶させる制御部
１８１と、を含む。一方、デジタル価格表示器１０１が商品情報を入力するように指示す
る管理者の指令を受け付ける操作部１９１をさらに含むことができる。
【００７８】
　ディスプレイ装置１４１は、ＬＣＤ、ＰＤＰ、ＬＥＤ、ＣＲＴなどを含む装置とするこ
とができる。
【００７９】
　バーコードスキャナー１１１は、様々な形態に具現することができる。一例として、デ
ィスプレイ装置１４１が設置された面の上部に位置している商品のバーコードをスキャン
しうるように設置することができる。これは、主に、価格表示器の価格表示面が、使用者
の見やすい方に向かっており、商品のバーコードを認識する時にも、この価格表示面に商
品を当て易いことを勘案したものである。
【００８０】
　他の例として、バーコードスキャナー１１１は、デジタル価格表示器１０１の本体を独
立して構成し、この本体にコイル状の導線で連結された形態とすることもできる。
【００８１】
　図１１で、ＥＳＬサーバー２００の通信モジュールは、別途の中継器５００を介してデ
ジタル価格表示器１０１（図１１では、参照番号１００を付してデジタル価格表示器を代
表的に示している。）と通信を行う。中継器５００がブルートゥス（Bluetooth（登録商
標））、ジグビー（Zigbee（登録商標））等の近距離無線通信を支援する場合、デジタル
価格表示器１０１の通信モジュール１６１は、近距離通信モジュールとすれば良い。
【００８２】
　または、ＥＳＬサーバー２００とデジタル価格表示器１０１とがイーサーネット等の有
線ネットワークで直接連結された場合、デジタル価格表示器１０１の通信モジュール１６
１は、有線ネットワーク用ランカードとすれば良い。
【００８３】
　操作部１９１は、デジタル価格表示器１０１が商品情報入力作業を行うように売り場の
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管理者が指示する旨を受け付けるものである。操作部１９１のキーパッドは、入力用ユー
ザインターフェース装置とすることができる。
【００８４】
　制御部１８１は、デジタル価格表示器１０１の全体構成要素の動作を制御することがで
きる。制御部１８１は、操作部１９１で商品情報入力指示を受け付けると、図１３に示す
ような商品情報表示方法を行うことができる。
【００８５】
　図１３に示す商品情報表示方法は、デジタル価格表示器１００のバーコードスキャナー
が商品のバーコードを認識する段階（Ｓ１３０）と、デジタル価格表示器１００からＥＳ
Ｌサーバー２００に、認識したバーコード情報を伝送する段階（Ｓ１４０）と、ＥＳＬサ
ーバー２００が当該バーコード情報を受信し、デジタル価格表示器１００及び商品を登録
する段階（Ｓ１５０）と、ＥＳＬサーバー２００から登録されたデジタル価格表示器１０
０に、登録された商品に関する情報を伝送する段階（Ｓ１６０）と、デジタル価格表示器
１００に伝送された商品情報をディスプレイする段階（Ｓ１７０）と、を含む。
【００８６】
　上記Ｓ１３０段階では、従来のバーコード認識端末機を用いた商品バーコード入力過程
と略同様の過程が行われる。売り場の管理者が、デジタル価格表示器１００の近傍の陳列
領域に陳列されている（または陳列される）商品を取って、この商品に付着されたバーコ
ードをデジタル価格表示器１００のバーコードスキャナーにスキャンすると、上記Ｓ１３
０段階が行われる。
【００８７】
　上記Ｓ１４０段階では、無線通信ネットワークを用いてデジタル価格表示器１００から
ＥＳＬサーバー２００に、認識した商品のバーコード情報及びデジタル価格表示器１００
の識別情報（例：ＩＤ）を伝送することができる。
【００８８】
　上記Ｓ１５０段階で、ＥＳＬサーバー２００は、内部データベースにデジタル価格表示
器１００の識別情報（例：ＩＤ）及び該デジタル価格表示器１００に表示する商品を記録
することができる。
【００８９】
　上記Ｓ１６０段階では、各登録されたデジタル価格表示器１００ごとに、該当のデジタ
ル価格表示器１００に表示する商品に関する情報（例:商品名及び価格）を伝送すること
ができる。
【００９０】
　上記Ｓ１７０段階で、デジタル価格表示器１００は、上記Ｓ１６０段階で伝送された商
品に関する情報を、内部メモリーに記憶し、ディスプレイ装置に、その近傍の陳列領域に
陳列された（または陳列される）商品に関する情報（例:商品名及び価格）を表示するこ
とができる。
【００９１】
　デジタル価格表示器１００を操作する売り場の管理者は、下記のような過程に従って商
品情報をデジタル価格表示器１００に表示することができる。
【００９２】
　多数個のデジタル価格表示器１００が装着された陳列棚に対して、陳列棚に陳列された
商品を管理する使用者は、各デジタル価格表示器１００のバーコードスキャナー１１１に
、近傍の陳列領域に陳列された（または陳列される）商品をスキャンする。
【００９３】
　これにより、デジタル価格表示器１００では、上記Ｓ１３０段階及びＳ１４０段階が行
われる。
【００９４】
　続いて、ＥＳＬサーバー２００で上記Ｓ１５０段階乃至Ｓ１６０段階が行われ、デジタ
ル価格表示器１００でＳ１７０段階が行われることで、デジタル価格表示器１００には、
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その近傍の陳列領域に陳列された商品の商品名及び価格が表示される。
【００９５】
　以上の商品情報表示方法によると、使用者が商品情報を直接入力する面倒さを解消し、
效率的に商品情報を入力する作業を行うことができる。
【００９６】
　図１４は、本発明のさらに他の実施例によるデジタル価格表示器を示す図である。
【００９７】
　図１４を参照すると、デジタル価格表示器１０２は、商品タグ読み取りモジュールで、
商品に付着されたＲＦタグを読み取るＲＦＩＤリーダ１１２と、商品に関する情報を記憶
するメモリー１２２と、メモリーに記憶された商品に関する情報を表示するディスプレイ
装置１４２と、ＥＳＬサーバー２００（図１１参照）と通信を行う通信モジュール１６０
と、ＲＦＩＤリーダ１１２で読み取ったタグ情報を前記通信モジュール１６０を通じて前
記ＥＳＬサーバー２００に伝送し、ＥＳＬサーバーから当該商品に関する情報を受信して
、メモリーに記憶させる制御部１８２と、を含む。一方、デジタル価格表示器１０２が商
品情報を入力するように指示する管理者の指示を受け付ける操作部１９２をさらに含むこ
とができる。
【００９８】
　ＲＦＩＤリーダ１１２は、様々な形態に具現することができる。一例として、ディスプ
レイ装置１４２が設置された面の上部に位置している商品のＲＦＩＤタグをスキャンしう
るように設置されることができる。より具体的に、ＲＦＩＤリーダ１１２の環状のループ
アンテナを、ディスプレイ装置１４２の縁部に配置することができる。
【００９９】
　これは、主に、価格表示器の価格表示面が、使用者の見やすい方に向かっており、商品
のＲＦＩＤタグを認識する時にも、価格表示面が商品を当てやすいことを勘案したもので
ある。
【０１００】
　他の例として、ＲＦＩＤリーダ１１２は、デジタル価格表示器１０１の本体を独立して
構成し、この本体にコイル状の導線で連結された形態にすることもできる。
【０１０１】
　メモリー１２２、ディスプレイ装置１４２、通信モジュール１６２は、図１２における
と同一の構成を有するので、その重複説明は省略する。
【０１０２】
　制御部１８２も、図１２の制御部と略同様の動作を行う。ただし、図１２のバーコード
に比べて認識範囲が広いＲＦＩＤの特性を用いて付加サービスをさらに行うことができる
。例えば、デジタル価格表示器１０２で商品情報（例:価格及び商品名）を表示している
時に、ＲＦＩＤリーダ１１２を通じて表示している商品情報と一致しない商品のＲＦＩＤ
が所定時間感知されると、これをＥＳＬサーバー２００に通報することができる。
【０１０３】
　こうすると、売り場の顧客または管理者の不注意により、陳列棚に陳列される商品以外
の商品が位置するようになった場合、この事実を売り場の管理者に通報して訂正すること
ができる。
【０１０４】
　制御部１８２は、下記図１５に示すような商品情報表示方法を行うことができる。
【０１０５】
　図１５に示す商品情報表示方法は、デジタル価格表示器１００のＲＦＩＤリーダが、商
品に付着されたＲＦＩＤタグを読み取る段階（Ｓ１３２）と、デジタル価格表示器１００
からＥＳＬサーバー２００に、読み取ったタグ情報を伝送する段階（Ｓ１４２）と、ＥＳ
Ｌサーバー２００で当該タグ情報を受信して、デジタル価格表示器１００及び商品を登録
する段階（Ｓ１５２）と、ＥＳＬサーバー２００が、登録されたデジタル価格表示器１０
０に、登録された商品に関する情報を伝送する段階（Ｓ１６２）と、デジタル価格表示器
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１００で、受信した商品情報をディスプレイする段階（Ｓ１７２）と、を含む。
【０１０６】
　上記Ｓ１３２段階は、従来のバーコード認識端末機を用いた商品バーコード入力過程と
略同様である。売り場の管理者が、デジタル価格表示器１００の近傍の陳列領域に陳列さ
れた（または、陳列される）商品を、デジタル価格表示器１００のＲＦＩＤリーダの読み
取り領域に位置させると、上記Ｓ１３２段階が行われる。
【０１０７】
　上記Ｓ１４２段階では、無線通信ネットワークを用いてデジタル価格表示器１００から
ＥＳＬサーバー２００に、認識した商品のタグ情報及びデジタル価格表示器１００の識別
情報（例：ＩＤ）を伝送することができる。
【０１０８】
　上記Ｓ１５２段階乃至Ｓ１７２段階は、図１３の場合と同一なので、その重複説明は省
略する。
【０１０９】
　図１６は、本発明の一実施例によるデジタル価格表示器及びＥＳＬサーバーからなるＥ
ＳＬシステムを示す図である。
【０１１０】
　図１６を参照すると、ＥＳＬシステムは、商品に付着されたタグに記録された情報を読
み取るタグ読み取りモジュールを備えたデジタル価格表示器１０１と、ＥＳＬサーバー２
００と、中継器５００と、を含むことができる。
【０１１１】
　デジタル価格表示器１０１は、タグ読み取りモジュールとしてのバーコードスキャナー
１１１と、商品に関する情報を表示するディスプレイ装置１４１と、ＥＳＬサーバー２０
０と通信を行う通信モジュール（第１通信モジュール）１６１と、バーコードスキャナー
１１１で読み取ったタグの情報を、通信モジュール（第１通信モジュール）１６１を通じ
てＥＳＬサーバー２００に伝送し、ＥＳＬサーバー２００から当該タグに関する商品情報
を受信して、ディスプレイ装置１４１に表示させる制御部（第１制御部）１８１と、を含
む。
【０１１２】
　ＥＳＬサーバー２００は、デジタル価格表示器１０１と通信を行う通信モジュール（第
２通信モジュール）１８０と、デジタル価格表示器１０１と陳列される商品に関する情報
が記録されたメモリーとしての登録ＤＢ２４０と、デジタル価格表示器１０１から伝送さ
れたデジタル価格表示器１００の識別情報及び陳列される商品のタグ情報を、通信モジュ
ール（第２通信モジュール１８０）を通じて受信して、登録ＤＢ２４０に登録させる制御
部（第２制御部）２２０と、を含む。ここで、制御部（第２制御部）２２０は、タグの情
報を伝送したデジタル価格表示器１０１と該タグに対する商品との関係を、メモリーとし
ての登録ＤＢ２４０に記録する。
【０１１３】
　ＥＳＬサーバー２００の通信モジュール１８０は、別途の中継器５００を介してデジタ
ル価格表示器１０１と通信を行う。ＥＳＬサーバー２００と中継器５００とがイーサーネ
ット等の有線ネットワークで連結された場合、通信モジュール１８０は、有線ネットワー
ク用ランカードとすれば良い。
【０１１４】
　以上では具体的な実施例に挙げて本発明を説明してきたが、これらの具体例は例示的な
ものに過ぎず、当該技術分野における通常の知識を有する者には、本発明の一実施例によ
る表示本体を、価格及び製品情報に限定せずに、多数の品物を一目僚然に整理する必要が
ある時、管理者にとっては結合が容易であるが、第３者によっては容易に分離されないよ
うにすべき場所、すなわち、簡略なタイトルや情報を表示する必要がある図書館や倉庫な
どにも適用することができるなど、様々な変形及び均等な範囲の実施例が可能であるとい
うことが理解できる。したがって、本発明の真の技術的保護範囲は、添付の特許請求の範
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囲によって定められるべきである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図９】

【図１０】

【図１１】
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